
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 令和７年度 西管内大型案内標識建替工事 

契約変更後の業務概要 

大型案内標識設置・撤去 ６基 

【090笠松峠S2・090笠松峠E2・09002W2芝崎・09056N2上岩岡北・09064W2秋田 

09061E2北場】 

 道路土工一式、舗装工一式、標識工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式 

契約変更の理由 

 

 ・埋設物管理者との事前立会・協議により試掘を実施するとなったことから増工と 

なる。【09002W2芝崎・09061E2北場】 

・新設標識基礎設置にあたり既設埋設物が支障・離隔不足となることが確認された 

ことから基礎形状を変更する必要が生じたため増減工が生じる。 

【09002W2芝崎・09056N2上岩岡北】 

 ・標識基礎の撤去・設置にあたり支障となる構造物（側溝・縁石・街渠）の撤去・ 

復旧が必要となったことから増工となる。 

 【09056N2上岩岡北・09064W2秋田・09061E2北場】 

 ・所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置数に変更が生じたことから 

増減が生じる。 

 ・その他現地精査の結果、増減工が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


